
歴
代
の
文
献
よ
り
見
た
高
閑
の
草
書
に
つ
い
て

は
じ
め
に

高
間
(
以
下
、
「
ヤ
持
関
」
と
も
い
う
)
は
、
中
晩
時
間
一
期
に
か
け
て

活
躍
し
た
革
審
の
名
手
で
あ
り
、
高
憎
と
し
て
も
名
高
い
。
山
田
向
関
の

革
審
の
伝
存
作
品
に
は
、
肉
筆
本
の
上
海
博
物
館
蹴
「
革
審
千
字

{
1
}
 

文
」
や
、
刻
本
の
「
此
斎
破
除
帖
」
・
「
一
止
嘉
鹿
主
帖
」
が
あ
る
。
し

九
ソ
ふ

か
し
な
が
ら
、
上
海
博
物
館
離
「
革
審
千
字
文
」
は
、
す
で
に
描
論

に
お
い
て
開
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
北
宋
か
ら
光
に
か
け
て
作
ら
れ

た
締
本
に
近
い
纂
本
で
あ
る
可
能
性
が
強
い
。
ま
た
、
「
此
斎
破
除

帖
」
と
「
正
嘉
陸
、
主
枯
」
に
関
し
て
も
、
北
市
一
本
の
「
緯
帖
」
法
帖
第

十
以
下
の
刻
本
に
の
み
確
認
で
き
る
作
品
で
あ
り
、
特
に
「
正
嘉
座

、
王
帖
」
は
、
四
川
省
博
物
館
蹴
「
漕
鮎
」
や
、
い
わ
ゆ
る
「
偽
締
結
」

に
は
犠
素
の
警
と
し
て
収
録
さ
れ
て
お
り
、
上
記
の
伝
存
作
品
に
即

し
て
考
察
す
る
だ
け
で
は
、
高
関
の
革
審
の
実
態
を
把
握
す
る
こ
と

が
難
し
い
状
況
に
あ
る
た
め
、
文
献
を
手
が
か
り
と
し
て
そ
の
実
態

下

ニ:a二
早

平

田

に
迫
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

主
に
文
献
を
も
と
に
刊
お
け
る
高
閑
像
を
検
討
し
た
も
の
に

(3) 

は
、
杉
村
邦
彦
・
中
間
勇
次
郎
両
氏
の
論
考
が
あ
り
磨
の
安
光
・

翼
休
(
八
三
二
l

九
一
二
)
・
亜
楢
と
と
も
に
、
張
旭
や
嬢
素
の

「
狂
草
」
を
継
承
し
た
総
流
の
一
人
と
し
て
高
間
を
捉
え
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
見
解
は
韓
愈
(
七
六
八
l

八
二
四
)
の
「
送
高
関
上

人
序
」
に
よ
る
と
こ
ろ
、
が
大
き
く
、
そ
の
検
討
の
範
毘
は
限
定
的
で

あ
っ
た
と
い
え
る
。

ゆ
え
に
、
本
稿
で
は
先
論
で
紹
介
さ
れ
た
文
献
に
加
え
、
さ
ら
に

(4) 

高
関
の
革
審
及
び
草
書
作
品
・
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
た
文
献
を
按
討
し
、

あ
わ
せ
て
、
こ
れ
と
前
掲
の
伝
存
作
品
を
総
合
的
に
考
察
し
て
、
革

審
に
お
け
る
高
間
像
を
再
検
討
し
た
い
。
こ
の
こ
と
に
よ
り
、
高
腐

の
草
書
の
実
態
が
明
ら
か
に
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

(93) 



文
献
に
見
え
る
高
橋
の
草
書
評
に
つ
い
て

(
一
)
北
宋
以
前
の
文
献
に
見
え
る
高
関
の
草
書
評

す
間
関
の
名
を
世
に
高
か
ら
し
め
た
、
韓
紋
「
送
高
関
上
人
序
」
は
、

先
に
盛
農
期
の
脅
人
で
あ
る
張
加
の
革
審
が
、
文
字
の
字
形
や
大
き

さ
、
線
条
の
肥
痩
、
嘉
一
の
潤
渇
な
ど
に
極
端
な
変
化
を
つ
け
る
と
い

っ
た
特
徴
の
あ
る
、
い
わ
ゆ
る
「
狂
革
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
た

上
で
、
高
関
の
革
審
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

今
関
之
於
草
書
、
有
旭
之
心
故
。
不
得
控
ハ
心
、
市
逐
其
跡
、
未

見
批
ハ
能
旭
也
。
為
旭
有
道
。
利
害
必
明
、
無
濃
錨
妹
、
情
炎
於
中
、

利
欲
慨
進
、
有
得
有
喪
、
勃
然
不
釈
。
然
後
一
一
次
於
害
、
市
後
旭

可
幾
邑
。
今
関
倒
浮
磨
氏
、
一
死
生
、
解
外
側
秒
〔
勝
〕
。
是
其
為

4

マ

マ

♂

~

?

?

-

心
、
必
泊
然
無
所
起
、
於
其
世
〔
其
於
世
)
、
必
淡
然
知
所
於
唱
。

泊
与
談
相
選
、
類
附
盟
委
焼
、
演
散
不
可
収
拾
、
則
其
於
世
一
問
、
得
無

{

F

O

)

 

象
之
然
乎
。
(
『
文
苑
英
議
』
巻
七
一
一
一

O
)

(
今
関
〔
高
関
)
の
革
審
に
於
け
る
や
、
旭
〔
張
旭
〕
の
心
有

り
や
。
政
ハ
の
心
を
得
ず
し
て
、
其
の
跡
を
逐
う
は
、
未
だ
其
の
旭

を
能
く
す
る
を
兇
ざ
る
な
り
。
地
と
為
る
に
道
有
り
。
利
窓
口
必
ず

より

明
ら
か
に
し
て
、
鍛
妹
を
遺
す
こ
と
無
く
、
情
中
に
炎
え
、
利

欲
闘
い
進
み
、
得
る
有
り
喪
う
有
ら
ば
、
勃
然
と
し
て
釈
け
ず
。

ち
か

然
る
後
に
一
に
警
に
決
す
れ
ば
、
市
し
て
後
に
旭
は
幾
づ
く
可
し
。

今
関
は
浮
厚
相
氏
を
師
と
し
、
死
生
を
一
に
し
て
、
外
謬
〔
謬
)

を
解
く
。
是
れ
其
の
心
為
る
や
、
必
ず
泊
然
と
し
て
起
こ
る
所
無

く
、
其
の
世
に
於
け
る
や
、
必
ず
淡
然
と
し
て
暗
む
所
無
か
ら
ん
。

泊
と
淡
と
相
い
遭
い
、
額
護
委
際
潰
散
し
て
収
拾
す
可
か
ら
ざ

か
た
と

れ
ば
、
期
ち
其
の
警
に
於
け
る
や
、
之
を
象
る
こ
と
然
る
無
き
を

得
ん
や
。
)

こ
の
段
に
お
い
て
、
韓
愈
は
高
閑
に
「
心
」
の
重
要
性
を
指
摘
し
、

「
心
」
の
変
化
を
取
り
込
め
ば
、
そ
れ
が
「
狂
草
」
の
形
象
と
な
っ

て
表
現
さ
れ
る
と
説
き
、
{
品
開
が
僧
侶
(
コ
持
層
氏
乙
で
あ
る
が
ゆ

え
に
、
「
心
」
の
変
化
を
革
審
に
取
り
込
め
て
い
な
い
と
論
及
し
て

い
る
。
こ
の
序
に
よ
れ
ば
、
{
国
間
関
は
張
旭
の
よ
う
な
「
狂
草
」
を
書

い
て
い
な
か
っ
た
が
、
「
其
の
心
を
得
ず
し
て
、
其
の
跡
を
逐
う
は
、

:
」
と
あ
る
よ
う
に
、
形
態
に
お
い
て
は
「
狂
草
」
に
類
似
し
た

点
も
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
。
ち
な
み
に
、
北
宋
の
『
宣
利
害
説
明
』
巻

一
九
、
「
釈
高
関
」
の
項
で
は
、
こ
の
序
を
「
其
官
官
法
出
張
類
、
流

離
間
期
柿
、
必
於
革
審
発
之
。
故
其
変
動
猫
鬼
神
、
不
可
端
例
。
」
(
其

の
書
法
は
張
顛
に
出
で
、
流
離
類
部
に
も
、
必
ず
革
審
に
於
い
て
之

を
発
す
。
故
に
其
の
変
動
す
る
こ
と
描
お
鬼
神
の
ご
と
く
、
端
促
す

可
か
ら
ず
。
)
と
解
し
、
高
間
が
張
旭
の
よ
う
な
「
狂
革
」
い

て
い
た
と
見
て
い
る
が
誤
り
で
あ
ろ
う
。

韓
愈
「
石
鼓
歌
」
(
明
器
一
池
一
繍
h

巻
凹
)
に
、

ま

(94) 



議
之
俗
書
殻
姿
婦
の
俗
書
は
姿
の
婚
な
る
を
越
う
も

数
紙
尚
司
博
白
鶴
数
紙
尚
お
自
鵡
に
博
う
可
し

と
あ
る
よ
う
に
、
韓
愈
は
中
蔚
期
に
通
行
し
て
い
た
形
骸
化
し
た
王

(
6〉

義
之
書
法
に
対
し
て
痛
烈
な
批
判
を
加
え
て
い
る
が
、
序
に
は
こ
う

し
た
批
判
が
見
ら
れ
な
い
た
め
、
十
回
間
関
の
警
が
主
議
之
の
涜
れ
を
く

む
伝
統
的
な
革
審
で
は
な
か
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

一
方
、
張
鮎
(
七
九
二
?
l
八
五
回
?
)
問
。
「
高
関
上
人
」
(
明
文

苑
英
班
十
h

脊
一
一
二
三
)
に
、
解
聞
や
手
紙
(
「
一
牒
」
)
に
警
か
れ
た

(
7〉

革
審
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
詠
じ
て
い
る
。

は
な
む
け

巻
軸
朝
廷
銭
巻
軸
朝
廷
に
餓
と
し

書
図
的
臨
時
収
書
函
内
障
に
収
め
ら
る

・
(
中
略
)
・

自
色
堺
初
掲
日
色
堺
初
め
て
掲
げ

鼠
声
筆
未
休
風
声
畿
未
だ
休
ま
ず

長
波
溢
海
岸
長
波
海
岸
に
溢
れ

大
点
出
嵩
在
大
点
出
品
丘
に
出
づ

不
絶
義
之
法
絶
え
ず
義
之
の
法

難
窮
智
永
流
窮
め
難
し
智
永
の
涜

殿
勤
一
賎
在
殿
勤
た
る
一
段
在
り

留
着
看
銀
鈎
留
着
せ
し
銀
鈎
を
看
る

こ
の
詩
に
よ
る
と
、
高
関
は
王
義
之
(
三

O
一一一?l一一

一
?
)

や
智
永
の
流
れ
を
く
む
伝
統
的
な
審
法
を
受
け
継
ぎ
、
捺
商
(
「
長

波
」
)
や
点
(
「
大
点
」
)
に
は
筆
勢
が
備
わ
り
、
そ
の
警
は
朝
廷
に

収
め
ら
れ
た
と
い
う
。

陳
陶
(
八

O
八
?
i
八
七
九
?
)
は
、
「
題
贈
高
関
上
人
」
(
『
書

苑
欝
悲
b

巻
…
七
)
に
、

内
殿
初
招
問
問
内
殿
初
め
て
憶
を
招
き

曹
渓
得
後
態
曹
渓
後
躍
を
得
た
り

龍
蛇
驚
粉
欝
龍
蛇
粉
盟
閣
を
驚
か
し

む
か

花
一
雨
対
金
輪
花
雨
金
輪
に
対
う

と
詠
じ
て
い
る
。
北
宋
の
賛
寧
司
宋
高
僧
伝
』
巻
一
二
、
「
鹿
洛
京

広
一
変
寺
従
諌
伝
的
態
宗
伝
」
に
、
「
関
蕃
草
隷
、
嘗
対
認
宗
御
前
世
一
問
、

む
か

諒
一
高
華
望
。
」
(
関
は
草
隷
を
普
く
し
、
嘗
て
諮
宗
の
御
前
に
対
い
て

書
し
、
甚
だ
華
望
高
し
。
)
と
あ
り
、
開
巻
一
一
一

O
、
「
属
天
台
出
禅
林

寺
広
儲
伝
附
高
関
伝
」
に
、
「
中
国
一
宗
重
興
仏
法
、
召
入
対
御
前
、
草

翠
遂
賜
紫
衣
。
」
(
宮
若
小
重
ね
て
仏
法
を
興
し
、
召
し
入
れ
て
御
前
に

む
か対

わ
し
め
、
草
翠
も
て
遂
に
紫
衣
を
賜
う
。
)
と
あ
る
よ
う
に
、
こ

の
詩
は
磨
の
富
一
宗
(
在
位
、
八
四
六
i
八
五
九
)
や
認
宗
(
在
位
、

八
五
九
i
八
七
三
)
の
御
前
で
の
揮
篭
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
先
の
陳
陶
誌
に
見
え
る
「
龍
蛇
」
は
高
関
の
書
を
描
写
し

た
語
で
あ
り
、
患
の
謡
収
や
戴
叔
倫
(
七
三
二
l
七
八
九
)
の
「
懐

素
上
人
革
審
歌
」
に
も
見
え
る
よ
う
に
、
麿
代
で
は
特
に
「
狂
草
」

(95) 



の
筆
勢
を
形
容
す
る
語
と
し
て
用
い
ら
れ
る
た
め
、
こ
こ
で
い
う
高

閣
の
書
は
「
狂
革
」
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
裁
叔

倫
「
懐
素
上
人
革
審
歌
」
(
司
文
苑
英
翠
』
巻
三
二
一
八
)
に
、

々

な

恕
為
壮
麗
就
枯
渋
忽
ち
壮
一
躍
と
為
り
枯
渋
と
就
る

諮

蛇

騰

盤

獣

蛇

立

龍

蛇

携

強

し

獣

蛇

立

す

ぱ

で

は

は

A

ママザ

馳
審
続
器
一
劇
奔
澗
〔
州
側
〕
~
去
を
馳
せ
割
強
を
線
せ
て
劇
し
く
奔
拙

〔
劇
〕
し

満
座
失
声
明
者
不
及
満
箆
声
を
失
い
看
る
に
及
ば
ず

と
見
え
る
よ
う
に
、
「
穣
蛇
」
と
い
う
諾
を
単
独
で
用
い
る
こ
と
は

稀
で
あ
り
、
「
獣
」
や
「
期
」
と
い
っ
た
…
連
の
「
狂
革
」
を
形
容

す
る
詩
と
と
も
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
そ
の
上
、
先
に
引
い

た
『
宋
高
僧
伝
』
に
お
い
て
も
、
革
審
の
意
を
表
す
「
草
隷
」
や
「
草

翠
」
と
い
う
諮
を
用
い
て
い
る
だ
け
で
、
「
狂
革
」
に
関
す
る
一
一
一
一
口
及

は
克
ら
れ
な
い
。
よ
っ
て
、
こ
こ
で
は
「
龍
蛇
」
を
「
狂
草
」
で
は

な
く
、
「
狂
革
」
で
は
な
い
車
世
…
一
聞
を
示
し
た
諮
と
し
て
捉
え
た
い
。

と
こ
ろ
で
、
崩
代
の
張
旭
や
懐
素
の
「
狂
草
」
を
題
材
と
し
た
諮
問

が
、
当
時
の
多
く
の
詩
人
に
よ
っ
て
詠
ま
れ
て
お
り
、
そ
の
一
端
、
が

『
文
苑
英
務
』
巻
一
一
一
三
八
や
明
書
苑
制
一
一
円
翠
h

巻
一
七
に
採
録
さ
れ
て

い
る
。
こ
れ
ら
の
詩
に
は
、
制
興
を
借
り
、
川
町
ひ
声
を
挙
げ
る
な
ど

と
い
っ
た
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
性
の
あ
る
制
作
行
為
が
描
写
さ
れ
、
そ

れ
に
よ
っ
て
実
際
に
壁
簡
や
鮮
風
に
警
か
れ
た
「
狂
革
」
の
筆
蹟
は
、

前
掲
の
戴
叔
倫
「
懐
素
上
人
革
審
歌
」
で
晃
た
よ
う
に
、
比
轍
的
な

(8} 

一
許
諾
を
連
ね
て
数
旬
に
わ
た
っ
て
詠
じ
ら
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
、
張
旭
や
懐
素
の
「
狂
革
」
を
題
材
と
し
た
詩
と
前
掲
の

高
調
の
草
蓄
を
一
詠
じ
た
詩
を
比
べ
る
と
、
張
旭
や
懐
素
と
同
じ
く
、

高
関
も
人
前
で
揮
著
し
、
扉
嵐
に
書
く
と
い
っ
た
パ
ア
ォ

i
マ
ン
ス

性
の
あ
る
制
作
行
為
は
見
ら
れ
る
が
、
酒
描
ハ
や
叫
び
声
な
ど
を
伴
わ

な
い
点
が
異
な
り
、
さ
ら
に
高
関
の
草
書
の
筆
蹟
そ
の
も
の
の
描
写

が
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
点
が
最
大
の
相
違
点
と
見
ら
れ
る
。
こ
の

こ
と
は
、
張
枯
や
陳
陶
と
い
っ
た
当
時
の
詩
人
が
高
間
の
革
審
に

「
狂
草
」
の
要
素
を
見
出
さ
な
か
っ
た
と
も
捉
え
ら
れ
よ
う
。

以
上
の
北
宋
以
前
の
文
献
に
見
え
る
高
捕
の
草
書
評
に
よ
っ
て
、

草
書
作
品
に
お
け
る
高
間
像
を
類
推
す
る
と
、
高
閣
は
基
本
的
に
は

「
狂
革
」
で
は
な
い
草
蓄
を
書
い
て
い
た
と
見
ら
れ
る
。
た
だ
し
、

張
結
が
指
摘
す
る
よ
う
に
王
義
之
の
流
れ
を
く
む
も
の
か
ら
、
韓
愈

が
論
じ
る
よ
う
に
形
態
に
お
い
て
は
「
狂
草
」
と
類
似
す
る
も
の
ま

で
あ
り
、
高
問
問
の
革
審
に
は
多
様
性
、
が
あ
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
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(
ニ
)
北
宋
以
降
の
文
献
に
見
え
る
高
関
の
草
書
評

前

掲

の

刀

巻

…

…

…

0
、
「
麿
天
台
山
禅
林
寺
広
嫡
伝
附

高

関

伝

」

に

、

勅

問

者

無

上

大

師

、

亦

得

関

之

筆

法

。

与
人
為
学
法
駕
。
」
(
弟
子
の
嬰



宗
は
、
勅
し
て
無
上
大
師
に
説
明
せ
ら
れ
、
亦
た
関
の
筆
法
を
得
た
り
。

も
つ

閑
は
常
に
好
み
て
誓
貯
の
臼
狩
を
将
て
真
草
の
縦
を
害
し
、
人
に
与

え
て
学
法
と
為
さ
し
む
。
)
と
述
べ
る
よ
う
に
、
高
間
の
格
審
や
仲
間
十

番
(
「
真
草
」
)
は
手
本
と
さ
れ
、
ま
た
、
懇
宗

(
?
i
八
六
六
)
の

よ
う
に
高
閑
の
蓄
を
学
ん
だ
者
も
い
た
と
い
う
。

米
帯
(
一

O
五
一

i

…一

O
七
)
は
、

3
1
t
早
待
訪
録
』
や
司
書
史
』

に
指
摘
、
が
あ
る
よ
う
に
、
高
関
の
「
千
字
文
」
を
過
制
限
し
た
経
験
を

も
と
に
、
「
論
革
審
」
(
台
北
・
故
宮
博
物
院
臓
)
で
次
の
よ
う
に
評

し
て
い
る

Q

革
審
若
不
入
普
人
格
轍
、
徒
成
下
品
。
張
期
裕
子
、
変
乱
古
法
、

矯
諸
凡
夫
、
自
有
識
者
。
懐
素
少
加
平
淡
、
相
到
天
成
、
商
時
代

茂
之
、
不
能
高
古
。
高
関
市
下
、
但
可
懸
之
一
泊
辞
。
智
光
允
可
憎

悪
也
。(

草
警
は
粧
し
蕃
人
の
格
轍
に
入
ら
ず
ん
ば
、
徒
に
下
品
を
成

す
の
み
。
張
顛
は
部
子
に
し
て
、
変
じ
て
古
法
を
乱
し
、
諸
凡
夫

を
驚
か
す
も
、
自
ら
識
る
者
有
り
。
捜
索
は
少
し
く
平
淡
を
加
え
、

総
や
天
成
に
到
る
も
、
時
代
之
を
圧
さ
え
、
高
古
な
る
能
わ
ず
。

高
関
よ
り
下
は
、
担
だ
之
を
潜
障
に
懸
く
可
き
の
み
。
智
光
は
尤

も
増
惑
す
可
き
な
り
。
)

米
倍
は
、
高
橋
を
張
旭
や
懐
素
に
連
な
る
畳
一
回
人
と
位
置
づ
け
る
が
、

に
関
し
て
は
酒
屋
(
「
酒
緯
」
)
に
掛
け
て
お
く
程
度
の

も
の
で
あ
る
と
酷
評
し
て
い
る
。

前
掲
の
巻
一
九
、
「
釈
文
楚
」
の
項
に
紹
介
さ
れ
た
、

北
宋
の
劉
控
に
は
、
「
以
懐
索
比
玉
、
智
光
比
珠
、
高
間

比
金
、
質
休
比
波
璃
、
直
樹
比
水
日
開
。
」
(
懐
繁
を
以
て
玉
に
比
し
、

智
光
を
珠
に
比
し
、
高
間
を
金
に
比
し
、
翼
休
を
破
璃
に
比
し
、
直

樹
を
水
晶
に
比
す
。
)
と
あ
り
、
懐
繁
・
智
光
・
寅
休
二
軍
栖
と
と

も
に
、
腐
情
の
能
書
家
の
一
人
と
見
て
い
る
。
同
様
に
、

2
a一
利
害

説
明
』
巻
一
八
、
「
用
議
」
の
現
に
、
「
当
時
、
如
智
永
・
夢
亀
・
高
間

輩
、
皆
以
書
称
於
腐
。
」
(
当
時
、
智
永
・
夢
亀
・
高
間
の
輩
の
如
き

は
、
比
自
な
卦
一
闘
を
以
て
踏
に
称
せ
ら
る
。
)
と
あ
り
、
南
宋
の
葉
夢
得

(一

O
七
七

i
一
一
四
八
)
『
避
暑
録
話
』
巻
下
に
も
、
「
窟
憎
能
帯
一
一
問

者
三
人
、
智
永
・
懐
素
・
高
関
也
。
」
(
唐
鵠
の
蓄
を
能
く
す
る
者
は

三
人
、
智
永
・
懐
蒙
・
高
間
関
な
り
。
)
と
あ
る
よ
う
に
人
物
の
異
同

は
あ
る
が
、
高
関
を
庸
一
僧
の
能
書
家
の
一
人
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。

ま
た
、
金
の
張
天
錫

E
早
豊
一
日
韻
会
』
に
、
能
書
家
の
一
人
と
し
て
高

関
を
挙
げ
、
そ
の
革
蓄
を
集
字
し
て
い
る
。

南
宋
の
萎
翠
忍
杭
帝
一
回
説
明
』
に
は
、
張
旭
や
懐
素
の
名
を
載
せ
る
も

の
の
、
高
間
の
名
は
見
え
な
い
。
こ
れ
は
萎
袈
の
高
閑
の
革
審
に
対

す
る
評
価
、
が
そ
れ
ほ
ど
高
く
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
た
も
の
と
い
え

よ
う
。
同
じ
く
南
宋
の
陳
思
妥
凶
小
史
』
に
は
、
「
釈
す
向
関
蕃
草
書
。

師
懐
索
、
深
窮
体
勢
。
」
(
釈
高
関
は
革
審
を
善
く
す
。
捜
索
を
部
と
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し
、
深
く
体
勢
を
窮
む
。
)
と
あ
り
、
根
拠
を
一
不
さ
な
い
、
が
、
陳
患

は
高
間
的
の
筆
践
(
「
体
勢
」
)
に
懐
素
の
勉
を
捉
え
て
い
る
。

元
の
鮮
子
拡
(
一
一
一
五
七
i
二一一

O
二
〉
は
、
現
上
海
博
物
館
蔵

「
革
審
千
字
文
」
を
収
蔵
し
、
こ
れ
に
}
定
の
評
慨
を
与
え
て
い
る

が
、
「
論
革
審
帖
」
(
台
北
・
故
宮
陣
物
院
蔵
)
で
は
、

張
長
史
・
懐
素
・
高
関
皆
名
、
議
問
草
書
。
長
史
顛
逸
、
時
出
法

度
之
外
。
懐
索
守
法
、
特
多
古
意
。
高
隣
府
繁
湖
、
十
得
六
七
耳
。

宝
山
谷
大
壊
、
不
可
復
斑
。

(
張
一
長
史
〔
張
旭
〕
・
懐
素
'
高
関
は
皆
な
名
あ
り
て
、
草
世
一
回
を

普
く
す
。
長
史
は
瀬
逸
に
し
て
、
時
に
法
度
の
外
に
出
づ
。
懐
素

は
法
を
守
り
、
特
に
十
日
意
多
し
。
高
間
の
用
筆
は
粧
に
し
て
、
十

に
六
七
を
得
た
る
の
み
。
山
谷
〔
昔
ハ
庭
竪
〕
に
査
り
で
は
大
い
に

壊
れ
、
復
た
理
む
可
か
ら
ず
。
)

と
論
じ
る
よ
う
に
、
高
間
の
革
審
全
般
に
対
し
て
は
、
山
口
問
問
の
用
筆

の
粗
雑
さ
を
挙
げ
て

a

厳
し
い
評
価
を
下
し
て
い
る
。

ま
た
、
窟
資
首
大
師
・
法
厳
(
六
回
一
一
一
i
七
二
一
)
の
世
一
一
回
と
伝
え

ら
れ
る
「
致
新
緑
義
樹
法
郎
尺
騎
」
(
天
理
大
学
的
属
天
理
図
書
館

(
凶
}

臓
)
に
附
さ
れ
た
元
の
際
世
間
闘
の
一
生
正
二
四
年
(
一
三
六
回
)
の
践

に
は
以
下
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

臨
周
去
藷
未
迷
。
又
廿
札
口
時
間
殻
害
学
。
故
多
善
治
問
。
若
懐
素
・

閣
議
、
皆
方
外
之
士
。
術
後
寓
情
子
此
祢
時
之
好
尚
使
然
也
。

(
唐
は
晋
を
去
る
こ
と
未
だ
速
か
ら
ず
。
又
た
其
の
時
に
書
学

を
開
設
す
。
故
に
蓄
を
普
く
す
る
も
の
多
し
。
懐
素
・
高
田
向
の
輩

の
若
き
は
、
皆
な
方
外
の
土
な
り
。
荷
し
て
復
た
情
を
此
れ
に
寓

す
る
は
亦
た
時
の
好
尚
の
然
ら
し
む
る
と
こ
ろ
な
り
。
)

棟
世
昌
は
、
懐
素
と
と
も
に
能
書
家
の
一
人
と
し
て
高
関
を
挙
げ
、

彼
ら
の
書
が
好
ま
れ
た
理
由
を
憎
(
「
方
外
の
土
」
)
を
尊
ぶ
、
唐
代

の
好
尚
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
考
え
て
い
る
。

明
の
董
其
昌
(
一
五
五
五
!
一
六
三
六
)
は
、
『
一
部
一
禅
室
随
筆
』

巻
一
、
「
評
法
書
」
で
以
下
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

素
師
射
張
長
史
後
一
人
也
。
高
関
市
下
、
議
趨
裕
怪
。
不
復
存

山
陰
矩
度
失
。

(
素
師
(
捜
索
〕
は
別
ち
張
長
史
の
後
の
一
人
な
り
。
高
間
よ

り
下
は
、
益
ま
す
俗
慢
に
趨
く
。
復
た
山
陰
〔
王
義
之
)
の
矩
度

を
存
せ
ず
。
)

藁
箕
島
は
高
関
が
懐
緊
と
と
も
に
張
旭
に
連
な
る
番
人
と
捉
え
、

高
関
以
後
の
審
人
の
警
に
は
五
穀
之
の
伝
統
的
な
筆
法
(
「
山
陰
矩

度
」
)
が
備
わ
ら
ず
「
俗
怪
」
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
。
こ
の
「
俗
慌
」

の
語
は
「
山
陰
矩
度
」
と
対
比
し
て
用
い
ら
れ
、
さ
ら
に
輩
其
国
が

間
じ
く
『
翻
禅
室
随
筆
』
、
「
蹴
白
書
」
、
「
臨
懐
素
帖
書
尾
」
及
び

「
盟
問
自
叙
帖
題
後
」
の
中
で
、
「
怪
」
は
「
狂
草
」
を
形
容
す
る
「
狂

怪
」
と
い
開
い
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
て
、
「
焔
慢
」
も
ま
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た
「
狂
草
」
を
示
し
た
許
諾
と
し
て
捉
え
ら
れ
よ
う
。
情
の
呉
升

(
?
i
一
七
一
二
以
降
)
司
大
観
録
』
巻
二
、
「
騎
倍
高
陽
書
千
字
文
」

に
引
く
輩
其
高
級
に
、
「
米
一
元
章
頗
左
狂
革
、
高
関
幾
無
措
足
。
一

(
米
元
軍
〔
米
箭
)
は
頗
る
狂
草
を
左
に
し
、
高
関
は
幾
ど
措
足
す

る
こ
と
無
し
。
)
と
あ
る
の
も
、
こ
れ
を
裏
づ
け
る
証
左
と
い
え
よ
う
。

た
だ
し
、
次
章
で
述
べ
る
よ
う
に
、
こ
の
苦
一
其
畠
の
見
解
は
、
偽
作

と
見
ら
れ
る
項
氏
収
蔵
の
「
狂
革
」
で
書
か
れ
た
「
革
審
千
字
文
」

を
も
と
に
導
き
出
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
り
、
十
両
関
の
革
審
の
実
態
を

反
映
し
て
い
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

仁
記
の
北
宋
以
降
の
文
献
に
毘
え
る
高
慌
の
草
書
評
を
一
覧
す
る

と
、
高
腐
の
革
審
の
優
劣
に
関
す
る
見
解
が
非
常
に
多
く
、
山
口
同
際
の

革
審
に
関
し
て
具
体
的
に
論
じ
た
も
の
は
あ
ま
り
克
ら
れ
な
い
が
、

米
地
巾
が
は
じ
め
て
張
旭
や
懐
索
、
に
連
な
る
書
人
と
し
て
高
閑
を
位
置

づ
け
た
の
は
重
要
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
米
市
が
高
間
の

革
蓄
を
「
狂
革
」
と
見
て
い
た
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
こ
の

米
市
の
見
解
は
、
高
間
同
が
「
狂
草
」
を
世
一
閃
い
た
と
す
る

2
車
内
利
害
譜
』

巻
…
九
、
「
釈
高
問
問
」
の
項
を
は
じ
め
、
陳
思
や
蓄
一
其
出
回
と
い
っ
た

北
宋
以
簡
の
革
審
に
お
け
る
高
閥
的
像
の
形
成
に
影
響
を
与
え
た
と
見

ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

文
献
上
に
毘
え
る
高
間
の
草
書
作
品
に
つ
い
て

文
献
の
中
に
は
、
高
間
の
肉
筆
や
法
帖
に
見
ら
れ
る
伝
存
作
品
に

つ
い
て
記
し
た
も
の
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
こ
れ
ら
を
除
い
た
文

献
上
で
し
か
確
認
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
高
間
の
草
書
作
品
に
つ
い

て
見
て
お
き
た
い
。
文
献
上
で
し
か
確
認
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
高

関
の
草
書
作
品
は
、
「
詫
得
韓
序
帖
」
・
「
高
間
嬰
蹟
」
・
「
五
原
帖
」
・

「
千
字
文
」
の
四
種
類
に
大
別
で
き
る
。
こ
の
う
ち
、
黄
庭
竪
『
山

谷
題
政
b

巻
七
、
「
書
草
老
杜
詩
後
与
黄
斌
」
に
見
え
る
「
高
関
墨
蹟
」
、

2
旦
利
害
譜
』
巻
一
九
、
「
釈
高
関
」
の
項
に
見
え
る
「
五
原
帖
」
は
、

伝
来
や
書
績
に
関
す
る
具
体
的
な
記
述
が
見
ら
れ
な
い
た
め
、
検
討

が
難
し
い
状
況
に
あ
る
。
ゆ
え
に
、
こ
れ
ら
を
除
い
た
「
詫
得
韓
序

帖
」
と
「
千
字
文
」
に
関
し
て
、
作
品
の
缶
来
や
書
風
な
ど
に
つ
い

て
鋼
別
に
検
討
を
進
め
て
い
き
た
い
。
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(
ニ
「
詫
得
韓
序
帖
」

一
冗
の
王
揮
(
一
二
一
一
七
i

一一二

O
四
)
明
書
画
毘
録
』
に
は
、

高
間
〔
関
〕
上
人
詫
得
韓
序
帖
、
一
応
有
韓
埼
・
例
制
紋
・
宮
田
弼
・

欧
陽
修
・
宋
敏
求
題
。
云
「
此
巻
蝋
紙
書
、
非
翠
本
也
」
、
欧
云

如
此
。
韓
公
称
『
実
録
』
云
「
書
系
願
事
」
。

(
高
簡
(
関
〕
上
人
の
韓
序
を
得
る
を
詫
る
の
帖
は
、

j言号

韓



碕
・
劉
倣
・
・
敗
陽
情
・
宋
敏
求
の
題
有
り
。
「
此
の
巻
は

蝋
紙
の
警
な
る
も
、
審
本
に
非
ざ
る
な
り
」
と
云
い
、
歌
〔
欧
楊

修
〕
も
此
く
の
如
く
一
去
、
っ
。
韓
公
〔
韓
愈
)
は
『
実
録
b

に
称
し

て
「
警
は
瀬
革
に
系
な
る
」
と
一
五
う
ρ

)

と
吋
記
し
て
い
る
。
本
文
中
の
『
実
録
』
に
収
録
さ
れ
た
内
容
は
、
韓

愈
『
臓
宗
実
録
』
に
は
見
え
ず
、
そ
の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
ま
た
、

「
瀬
草
」
の
語
は
、

2
毘
和
書
譜
』
巻
一
八
、
「
張
旭
」
の
項
に
も
、
「
其

i
i
h
v
 

名
本
以
蹴
草
。
」
(
其
の
名
本
と
瀬
草
を
以
て
す
。
)
と
あ
り
、
「
狂

革
」
と
同
意
と
解
さ
れ
よ
う
。
星
回
一
回
閉
鎖
』
の
標
題
に
よ
っ
て
、

お
そ
ら
く
「
詫
得
韓
序
帖
」
は
前
掲
の
韓
愈
「
送
高
関
上
人
序
」
に

関
す
る
内
容
を
「
蝋
紙
」
に
「
狂
革
」
で
奮
い
た
も
の
で
あ
り
、
ほ

ぼ
問
時
期
の
韓
碕
(
一

O
O
八
l
一
O
七
五
)
・
劉
倣
(
一

O
一
九

!…

0
六
八
)
・
富
郎
(
一

O
O
四
i
一
O
八
一
一
一
了
欧
揚
情

(一

O
O七
l
一
O
七
一
一
)
・
宋
敏
求
(
一

O
一
九
i

一
O
七
九
)
の

題
肢
が
附
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
て
、
北
宋
の
頃
に
伝
え
ら
れ

た
作
内
的
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

な
お
、
欽
陽
修
は
「
癌
高
関
革
審
」
(
『
欧
陽
文
忠
公
全
集
』
巻

一
回
問
、
集
吉
録
政
局
第
八
一
昨
収
)
に
も
版
文
を
書
い
て
い
る
が
、

こ
れ
は
、
張
来
明
約
一
山
集
』
巻
四
五
、
「
版
沼
地
所
牒
高
間
粘
」
に

見
え
る
刻
本
の
「
高
関
砧
」
と
同
定
さ
れ
る
た
め
、
前
掲
の
「
詫
得

斡
J

序
帖
」
と
は
別
の
骨
一
回
路
と
兇
ら
れ
る
。

(
一
一
)
「
千
字
文
」

す
で
に
足
立
豊
氏
、
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
一
口
間
関
の
手
に
な
る

草
書
の
「
千
字
文
」
は
、
現
存
す
る
上
海
博
物
館
藤
「
革
審
千
字
文
」

も
含
め
て
数
本
伝
わ
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
い
ま
、
便
宜
的
に
文

献
上
で
し
か
確
認
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
高
関
の
「
千
字
文
」
に
つ

い
て
論
及
の
あ
る
文
献
を
時
代
順
に
並
べ
、
符
号
を
附
し
て
一
覧
す

る
こ
と
に
し
た
い
。

①
米
帝
『
宝
章
待
訪
録
』
・
明
書
史
』

②
周
密
『
雲
焔
過
綬
録
』
巻
上
、
「
窟
高
橋
上
人
千
字
文
」

③
筆
者
未
詳
岡
越
関
城
所
蔵
書
面
録
』
、
「
藷
高
間
〔
上
〕
人
千
文
」

@
叢
迫
明
広
川
設
国
政
』
巻
八
、
「
高
関
千
字
」

⑤
呉
官
凡
明
報
翁
家
蔵
集
』
巻
五
一
ニ
、
「
抜
高
関
州
警
千
文
」

⑤
李
自
華
『
味
水
軒
臼
記
』
巻
二

⑦
法
制
玉
『
珊
瑚
網
b

巻
二
、
「
高
関
上
人
千
文
」

③
顧
復
宣
l

生
壮
観
』
巻
一
、
コ
品
開
」

⑨
呉
升
明
大
観
録
』
巻
二
、
「
農
僧
{
悶
同
病
患
田
千
字
文
」

は
じ
め
に
、
右
記
の
文
献
に
見
え
る
「
千
字
文
」
が
上
海
博
物
館

議
「
革
審
千
字
文
」
と
判
断
す
る
こ
と
を
留
保
し
、
も
し
く
は
異
な

っ
た
「
千
字
文
」
と
判
断
し
た
浬
由
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。

①

の

と

に

は

、

収

蔵

者

が

北

宋

の

李

照

、asjnu 
n
U
 

1
8よ

/
'
t

、



で
横
紙
れ
た
貰
〈
践
と
さ
れ
、
②
と
③
は
南
宋
の
宗
窓
に
連
な

る
越
与
惣
の
収
蔵
と
し
、
⑦
は
米
市
と
南
宋
の
議
迫
の
一
一
一
一
口
を
引
き

「
千
字
文
」
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
が
、
伝
来
や
書
績
に
関
す
る
具

体
的
な
記
述
が
宛
ら
れ
な
い
。
ゆ
え
に
、
こ
れ
ら
の
文
献
に
記
載
さ

れ
た
「
千
字
文
」
は
、
前
掲
の
上
海
博
物
館
蔵
「
革
審
千
字
文
」
で

あ
る
可
能
性
も
あ
る
が
、
現
段
階
で
間
内
定
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
。

ま
た
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
④
・
⑥
・
③
は
書
嵐
、
⑤
は
「
鎌
紫
」

と
い
う
書
写
材
料
、
⑦
は
書
風
や
印
章
か
ら
考
え
て
、
上
海
博
物
館

へ
は
}

蔵
「
革
審
千
字
文
」
と
は
開
列
な
っ
た
「
千
字
文
」
と
見
ら
れ
る
。

つ
づ
い
て
、
呉
体
的
な
記
載
の
あ
る
④
・
⑤
・
⑥
・
③
・
⑨
の
文

献
に
つ
い
て
検
一
討
を
進
め
て
お
こ
う
。
④
の
蒼
一
迫
『
広
川
書
政
』
巻

八
に
は
、
前
掲
の
韓
愈
「
送
中
間
阿
部
上
人
序
」
の
一
節
を
引
き
、
張
旭

の
革
留
一
闘
が
「
狂
草
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
た
上
で
、
{
品
開
制
の
警
に

つ
い
て
は
、

投
ハ
学
出
張
願
。
在
麿
得
名
甚
顕
。
:
:
:
観
問
護
者
、
知
総
歩
讃

履
於
旭
之
境
一
拠
。
彼
投
騎
無
差
者
、
宣
復
循
巴
〔
己
〕
、
棄
之
轍

顔
、
而
求
致
之
哉
。
正
善
学
旭
者
也
。

(
其
の
学
は
張
瀬
〔
張
旭
〕
に
出
づ
。
路
間
に
在
り
て
名
を
得
て

あ
ら
わ

甚
だ
顕
る
。
:
:
:
関
の
蓄
を
観
し
者
は
、
歩
置
に
随
い
て
旭
〔
張

た
が

旭
〕
の
境
を
履
む
を
知
れ
り
。
彼
の
投
践
と
差
う
者
無
く
、
設
に

(
己
〕
に
領
い
て
、
之
を
轍
蹟
に
棄
て
、
之
を
致
す
を
求

め
ん
や
。
正
に
普
く
旭
を
学
ぶ
者
な
り
。
)

と
、
高
関
は
張
旭
の
蓄
を
よ
く
学
ん
だ
こ
と
が
論
じ
ら
れ
て
お
り
、

暗
に
こ
の
蓄
が
「
狂
草
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

⑤
の
呉
露
(
一
回
一
一
一
五

l
一
五

O
四
)
司
鞄
翁
家
蔵
集
b

巻
五
一
一
一

に
は
「
抜
高
関
州
書
千
文
」
と
題
し
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。

賭
憎
多
能
書
、
如
高
閑
其
一
人
也
。
関
又
得
韓
日
国
製
文
、
其
名

益
顕
。
議
鎌
素
易
壊
、
一
小
必
伝
世
。
堆
載
之
名
人
之
文
、
則
伝
也
。

久
観
懐
素
「
自
叙
」
、
多
援
士
大
夫
認
可
見
。
関
之
官
官
、
予
特
見

此
。
知
書
者
必
能
襲
之
。

(
膚
憎
は
世
一
闘
を
能
く
す
る
も
の
多
く
、
高
関
の
如
き
も
其
の
一

あ
ら
わ

人
な
り
。
関
は
又
た
韓
属
製
の
文
を
得
て
、
其
の
名
益
ま
す
顕

る
。
議
し
嫌
素
は
壊
れ
易
く
、
必
ず
し
も
世
に
伝
わ
ら
ず
。
惟
だ

之
に
名
人
の
文
を
載
す
れ
ば
、
則
ち
伝
わ
る
な
り
。
久
し
く
穣
素

ひ

の
「
自
叙
」
を
観
る
に
、
多
く
士
大
夫
の
諮
の
見
る
可
き
を
援
く
ο

関
の
警
も
、
予
特
だ
此
れ
を
見
る
の
み
。
盟
国
を
知
る
者
は
必
ず

能
く
之
を
撃
と
せ
よ
。
)

こ
こ
に
は
、
蓄
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
論
及
は
見
ら
れ
な
い
が
、

こ
の
「
縁
素
」
に
警
か
れ
た
「
千
字
文
」
は
、
懐
素
の
「
自
叙
粘
」

と
開
様
に
、
「
名
人
」
の
言
を
間
引
用
し
た
た
め
に
の
ち
ま
で
伝
わ
っ

た
と
の
指
摘
が
あ
り
、
回
一
円
寛
は
こ
の
世
…
閣
の
品
格
を
あ
ま
り
高
く
は
評

価
し
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
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ょ
っ吋一⑥

の
オ屯
叫すい

Jiヨ
年輩

。
六
三
五
)
『
味
水
軒
呂
記
』
巻

…
0
月
一
九
日
の
条
に
は
、
次
の

十

九

日

、

・

許

広

文

・

高

元

枝

・

・

沈

尊

生
・
降
考
廊
、
集
項
孟
環
斎
頭
、
出
観
顔
組
閣
公
「
深
慰
帖
」
・
楊

擬
式
「
神
仙
起
印
刷
法
」
・
補
禁
「
蔚
亭
」
・
麿
鈎
「
万
歳
通
天
帖
」
・

高
隅
「
革
審
千
文
」
。
皆
余
平
日
一
向
…
…
一
経
由
者
。
顔
帖
最
為
申
観
。

「
通
天
帖
」
鈎
壌
入
神
突
。
高
病
患
回
散
漫
掠
倒
、
定
是
偽
札
。

(
十
九
日
、
期
本
音
・
許
広
文
・
高
元
雅
・
万
謹
吾
・
沈
尊

生
・
陸
考
廉
と
悶
に
、
項
孟
演
〔
項
鼎
絃
〕
の
斎
一
成
に
集
い
、
顔

魯
公
「
深
慰
帖
」
・
楊
凝
式
「
神
仙
起
居
法
」
・
楠
馨
「
額
十
苧
」
・

鰭
鈎
「
万
歳
通
天
帖
」
・
高
関
「
革
審
千
文
」
を
出
し
観
る
。
皆

な
余
平
日
再
三
経
回
せ
し
容
な
り
。
顔
帖
は
最
も
申
観
為
り
。

「
通
天
帖
」
の
鈎
棋
は
神
に
入
る
の
高
間
の
世
一
一
舗
は
散
、
漫
機
倒
に
し
て
、

定
め
て
造
れ
偽
札
な
ら
ん
。
)

李
目
撃
は
明
の
大
収
蔵
家
・
項
元
沖
合
五
一
二
五
1

一
五
九

O
)

の
一
族
で
あ
る
項
鼎
絃
の
も
と
で
、
他
の
名
蹟
と
と
も
に
、
高
関
の

「
千
字
文
」
(
「
千
文
」
)
を
何
度
も
鑑
賞
し
た
上
で
偽
作
と
審
定
し
て

い
る
。
た
だ
し
、
単
に
「
散
漫
蹴
倒
」
と
審
の
品
格
の
低
さ
を
評
す

る
だ
け
で
、
書
践
の
実
態
に
つ
い
て
は
論
じ
て
い
な
い
。

③
の
清
の
…
蝦
復

(
?
i
二
ハ
九
三
以
降
)
『
平
生
壮
観
』
巻
一
、

コ
ロ
間
関
」
の
項
に
、
「
千
字
文
後
半
巻
、
室
和
諸
璽
印
鈴
記
。
在
嘉
興

曹
秋
岳
侍
部
家
。
」
(
千
字
文
の
後
半
の
巻
に
、
室
和
諸
璽
印
の
鈴
記

あ
り
。
嘉
飽
ハ
の
曹
秋
一
世
〔
曹
溶
〕
侍
部
の
家
に
在
り
。
)
と
あ
る
よ

う
に
、
顧
復
が
過
眼
し
た
の
は
、
曹
溶
(
一
六
二
ニ

i
一
六
八
五
)

収
蔵
の
後
半
部
分
が
残
存
し
た
「
千
字
文
」
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
北

宋
の
徽
宗
(
在
位
、
一
一

O
O
i
一
一
一
一
五
)
の
諸
一
輩
、
が
押
さ
れ
て

い
た
と
い
う
。
つ
づ
け
て
、

此
巻
禿
筆
正
鋒
、
既
伝
競
真
之
衣
鉢
、
市
復
得
蔵
真
之
心
印
。

故
筆
端
無
非
訴
(
折
〕
銀
殺
状
、
間
出
産
漏
痕
者
有
之
。
:
:
:
培

翁
山
部
攻
「
自
叙
」
、
無
過
去
似
其
皮
毛
、
高
関
妙
蹟
如
此
。

(
此
の
巻
は
禿
筆
正
鋒
に
し
て
、
既
に
し
て
蔵
真
〔
懐
素
)
の

衣
鉢
を
伝
え
、
市
し
て
復
た
臆
真
の
心
印
を
得
た
り
。
故
に
筆
端

に
訴
〔
析
〕
叙
般
の
状
非
ざ
る
無
く
、
閉
ま
犀
漏
痕
の
出
づ
る

ぜ
ん
'
w
う

者
之
れ
有
り
。
:
:
:
培
翁
〔
黄
庭
堅
〕
は
「
自
叙
」
を
山
市
攻
し
、

過
去
に
其
の
皮
毛
も
似
る
こ
と
無
き
も
、
高
間
の
妙
蹟
は
此
く
の

如
し
。
)

と
述
べ
、
そ
の
寄
に
関
し
て
は
、
ち
び
た
筆
(
「
禿
筆
」
)
を
用
い
て
、

筆
が
線
条
の
中
心
を
通
る
直
筆
(
「
正
鋒
」
)
で
警
か
れ
、
「
折
銀
股
」

や
「
農
漏
痕
」
の
用
筆
が
克
ら
れ
た
と
い
い
、
ま
さ
に
懐
素
の
「
自

叙
帖
」
に
近
似
し
た
警
で
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。

⑨
の
呉
升
明
大
観
録
b

「
蹟
憎
高
関
革
審
千
字
文
」
の
項
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に
は
、
ま
ず
昭
一
ハ
升
自
身
の
見
解
を
記
し
、
明
の
詑
道
会
(
一
五
回
路

l

一
六
一
一
一
一
)
の
万
輝
一
二
八
年
三
六
一

O
)
の
践
、
そ
し
て
、
無

紀
年
の
積
一
其
国
及
び
陳
継
嬬
(
一
五
五
八
l

…
六
一
一
…
九
)
の
践
の
本

文
も
銀
出
し
て
い
る
。

任
道
会
阪
に
は
、
「
前
有
「
繍
照
殿
」
及
「
申
尻
町
利
」
「
政
和
」
印
。

合
縫
有
「
内
府
図
書
」
以
及
「
宋
朝
書
苑
」
。
後
有
寛
平
章
私
記
。
」

(
訴
に
「
絹
mm殿
」
及
び

J
陸
一
和
」
「
政
和
」
の
印
有
り
。
合
縫
に
「
内

お

よ

府
図
書
」
以
及
び
「
宋
戦
中
下
一
間
苑
」
有
り

Q

後
に
貰
平
章
の
私
記
有
り
。
)

と
あ
る
よ
う
に
、
「
千
字
文
」
の
伝
来
に
関
す
る
一
一
言
及
が
見
ら
れ
る
。

践
に
は
賀
平
章
の
「
私
記
」
、
が
あ
る
と
指
摘
す
る
が
、
お
そ
ら
く
逓

伝
の
過
恕
で
散
供
し
た
た
め
に
史
人
観
録
』
に
は
そ
の
本
文
を
収
録

し
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
践
に
あ
る
「
官
一
和
」
「
政
和
」

「
内
府
民
灘
間
〔
之
印
ど
は
北
宋
の
徽
宗
の
鑑
蔵
印
、
「
絹
熊
鍛
〔
宝
〕
」

は
南
宋
の
理
宗
(
在
位
、
一
一
一
一
一
閉
l

一
二
六
回
)
の
鑑
識
印
と
考

(
H
M
)
 

え
ら
れ
る
。
こ
の
う
ち
「
内
府
図
書
〔
之
印
ど
は
、
通
常
後
縞
水

に
鈴
印
さ
れ
る
が
、
こ
の
「
千
字
文
」
で
は
紙
と
紙
の
継
ぎ
自
(
「
合

総
」
)
に
押
さ
れ
て
お
り
、
通
常
の
鈴
印
の
位
置
と
は
異
な
っ
て
い

こ
D
J

る
。
か
っ

2
日
一
秘
書
組
問
』
に
は
記
載
が
な
く
、
「
宋
朝
書
苑
」
の
印

も
宋
朝
の
泉
市
の
鑑
綴
印
と
し
て
確
認
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
よ

っ
て
、
「
千
字
文
」
に
児
ら
れ
る
鑑
蔵
印
は
信
活
性
が
低
く
、
確
実

に
遡
れ
る
伝
来
は
朗
代
ま
で
と
い
え
よ
う
。

つ
づ
い
て
、
「
千
字
文
」
の
筆
践
の
具
体
的
な
描
写
に
つ
い
て
確

認
し
て
お
こ
う
。
呉
升
は
、
「
牙
色
瀬
紋
紙
本
、
潔
硯
荷
一
岸
。
行
革
。

番
大
寸
齢
。
筆
倶
正
鋒
不
備
側
。
但
用
暴
肥
拙
・
楼
妹
、
自
恋
一
小
人

法
度
J

(
牙
色
滴
紋
の
紙
本
、
潔
関
に
し
て
厚
し
。
行
革
。
大
寸
齢

に
害
す
。
筆
は
俣
に
正
鋒
に
し
て
備
側
せ
ず
。
但
だ
用
翠
は
肥
拙
・

楼
料
開
、
自
恋
に
し
て
法
度
に
入
ら
ず
。
)
と
述
べ
、
硬
く
厚
め
の
淡

黄
色
の
紋
護
に
、
一
文
字
一
寸
余
り
の
行
革
で
¥
直
筆
(
「
正
鋒
」
)

を
主
と
し
て
い
る
が
、
線
、
が
肥
え
、
雑
然
と
し
て
お
り
、
自
由
奔
放

に
警
か
れ
て
い
た
と
い
う
。
旧
日
一
ハ
升
の
一
一
一
一
向
に
あ
る
「
法
度
」
は
、
「
狂

革
」
を
想
起
さ
せ
る
「
自
恋
」
と
い
う
詰
と
対
応
さ
せ
て
い
る
こ
と

か
ら
も
明
か
な
よ
う
に
、
こ
こ
で
は
、
王
義
之
流
の
伝
統
的
な
筆
法

を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
「
千
字
文
」
は
自
由
奔

放
な
「
狂
草
」
で
警
か
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

ま
た
、
在
道
会
肢
は
「
:
:
:
穣
蛇
製
曳
、
不
可
方
物
。
何
異
蔵
真

風
行
電
捕
之
態
耶
。
」
(
:
:
:
龍
蛇
製
曳
し
て
、
物
を
が
っ
可
か
ら
ず
。

何
ぞ
蔵
真
〔
懐
素
)
の
風
行
電
掃
の
態
と
異
な
ら
ん
や
。
)
と
指
摘
し
、

捜
素
と
同
様
に
筆
勢
や
筆
力
の
あ
る
(
「
龍
蛇
製
曳
」
・
「
風
行
電

掃
」
)
「
狂
草
」
の
書
で
あ
っ
た
と
い
う
。
同
じ
く
陳
継
儒
肢
で
も

っ
永
師
之
緊
束
、
素
部
之
瓢
飛
、
此
巻
在
季
孟
摺
。
真
臼
田
繁
先
生
一
山

謂
怪
後
筆
也
。
」
(
永
部
〔
智
永
〕
の
緊
束
、
素
闘
〔
懐
素
〕
の
瓢
飛
、

此
の
巻
は
季
孟
の
間
に
在
り
。
真
に
日
間
禁
先
生
の
所
謂
怪
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後
の
筆
な
り
。
)
と
い
い
、
智
永
と
懐
素
の
骨
一
一
回
一
風
を
織
り
交
ぜ
た
「
怪

後
の
輪
車
」
で
あ
っ
た
と
い
う
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
棟
継
儒
と
田
川

時
期
の
麓
拡
ハ
間
四
が
「
狂
怪
」
と
い
う
認
を
用
い
て
い
る
こ
と
か
ら
考

え
て
、
「
怪
後
の
筆
」
は
「
狂
草
」
の
蜘
一
一
樹
と
解
さ
れ
よ
う
。

上
記
の
諸
氏
の
見
解
を
ま
と
め
る
と
、
『
大
観
録
』
一
附
収
の
「
千

字
文
」
の
警
は
懐
索
の
書
に
似
た
「
狂
革
」
，
の
書
で
あ
っ
た
と
い
う

こ
と
が
い
え
よ
う
。
ち
な
み
に
、
⑤
の
「
千
字
文
」
は
項
鼎
絃
の
も

と
で
李
臼
繋
が
過
限
し
、
⑨
の
「
千
字
文
」
に
は
輩
其
回
国
と
陳
継
儒

の
版
文
が
附
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
⑥
と
③
は
同
一
の
「
千
字

文
」
で
あ
る
護
然
性
が
高
い
。
す
な
わ
ち
、
李
白
輩
・
董
其
自
国
・
陳

縦
儒
の
三
者
は
と
も
に
ほ
ぼ
同
時
期
に
、
項
氏
一
一
族
と
深
い
交
友
関

係
に
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
お
り
、
⑥
と
⑨
に
見
え
る
「
千
字

文
」
は
と
も
に
一
項
氏
所
蔵
の
「
千
字
文
」
と
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

以
上
の
文
献
上
に
見
え
る
商
問
の
革
審
作
品
の
伝
来
と
書
風
に
つ

い
て
ま
と
め
る
と
、
検
討
の
で
き
た
「
詫
得
韓
序
帖
」
、
「
千
字
文
」

④
・
⑤
・
@
・
③
・
⑤
は
す
べ
て
「
狂
草
」
の
作
品
で
あ
る
こ
と
が

明
ら
か
と
な
っ
た
。
た
だ
し
、
伝
世
の
革
審
の
作
例
に
お
い
て
、
紙

絹
上
に
響
か
れ
た
「
狂
革
」
も
し
く
は
そ
れ
に
類
す
る
作
例
が
確
認

で
き
る
の
は
、
五
代
の
楊
凝
式
「
憂
熱
帖
」
(
北
京
・
故
宮
博
物
腕

牒
)
以
降
の
作
例
で
あ
り
、
上
記
の
高
関
の
「
狂
草
」
の
作
例
は
偽

作

で

あ

い

。

な

お

、

文

献

上

で

し

か

確

認

す

る

こ

と

が
で
き
な
い
高
閑
の
草
書
作
品
の
ど
れ
も
が
「
狂
草
」
で
書
か
れ
て

い
た
背
景
に
は
、
北
宋
以
降
の
草
書
作
品
に
お
け
る
高
関
像
、
が
少
な

か
ら
ず
影
響
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

お
わ
り
に

上
記
の
考
察
に
よ
っ
て
北
宋
以
前
と
北
宋
以
降
の
文
献
で
は
革
審

に
お
け
る
高
関
像
が
異
な
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、

北
宋
以
前
の
文
献
で
は
、
高
関
の
革
審
は
基
本
的
に
「
狂
草
」
で
は

な
い
草
書
を
書
い
て
い
た
と
克
て
い
る
。
た
だ
し
、
張
枯
が
指
摘
す

る
よ
う
に
主
義
之
の
流
れ
を
く
む
も
の
か
ら
、
韓
愈
が
論
じ
る
よ
う

に
形
態
に
お
い
て
は
「
狂
草
」
と
類
似
す
る
も
の
ま
で
あ
り
、
多
様

性
が
あ
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
一
方
、
北
宋
以
降
の
文
献
で
は
、

高
関
は
張
旭
や
懐
素
の
流
れ
を
く
む
「
狂
草
」
を
書
い
て
い
た
と
見

て
お
り
、
こ
れ
は
文
献
上
で
し
か
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
高
閑

の
草
書
作
品
の
制
作
に
も
反
映
さ
れ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
ま
た
、

高
間
の
伝
存
作
品
の
審
嵐
と
符
合
す
る
の
は
北
宋
以
前
の
高
関
像
で

あ
る
。
よ
っ
て
、
北
宋
以
前
の
高
関
像
が
よ
り
高
関
の
草
書
の
実
態

に
近
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
高
閑
を
「
狂
革
」
を
書
い
た
盟
国

人
と
捉
え
る
先
一
論
に
は
問
題
、
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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牛
本

(
l
)
刻
帖
に
毘
ら
れ
る
高
調
の
革
審
作
品
に
関
し
て
は
、
容
臆
編

帖
目
』
一

1
1
四
(
中
議
書
局
香
港
分
局
、
一
九
八

O
i
一
九
八
六
)

を
参
照
し
た
。

(
2
)
「
高
調
「
革
審
千
字
文
」
に
つ
い
て
」
(
明
芸
術
学
研
究
』

一
二
、
二

O
O八)。

(3)
杉
村
邦
彦
「
時
間
代
の
敢
闘
論
」
(
『
史
林
h

五…

i
二
、
一
九
六
八
)
、

中
田
勇
次
郎
「
中
図
書
論
史
(
二
)
腐
」
(
明
中
間
書
論
大
系
』
二
、
二

玄
社
、
一
九
七
七
)
。

(4)
朱
家
語
主
編
町
歴
代
替
錦
法
護
団
』
(
紫
禁
城
出
版
、
一
九
九
七
)
、

揚
殿
肉
編
一
h
刻
題
蹴
索
引
b

(

増
一
説
本
、
上
海
商
務
印
書
館
、

一
九
五
七
)
、
慮
紺
盟
主
編
明
中
図
書
画
文
献
索
引
』
(
上
海
欝
翻
出

版
社
、
二

O
O五
)

9

(
5
〉
他
本
で
は
、
「
旗
監
」
は
「
額
箆
」
に
、
「
演
散
」
は
「
撰
敗
」
に

作
る
。
解
釈
は
、
難
聯
添
編
『
韓
古
文
校
一
町
議
輯
』
二
、
盟
立
編
訳
館
、

二
O
O一
一
一
)
、
熊
乗
明
『
中
国
書
法
制
枇
論
体
系
』
(
天
津
教
育
出
版
社
、

一一

O
O
ニ
。
邦
訳
に
河
内
利
治
『
中
図
書
論
の
体
系
』
(
自
帝
社
、

二
O
O六
〕
)
な
ど
を
参
考
に
し
た
。

(6)
大
野
修
作
「
狂
革
l
古
文
復
古
運
動
の
一
側
面
」
(
司
書
の
宇
宙
』

九
、
二
玄
社
、
一
九
九
七
)
。

(
7
)
宋
萄
本
司
張
最
古
築
』
巻
八
、
「
高
関
上
人
」
の
題
下
控
に
「
善

革
審
」
と
あ
る
。
ま
た
、
当
一
時
、
解
風
や
手
紙
は
革
審
も
し
く
は
行

革
で
警
か
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
中
間
勇
次
部
「
中
国
尺
績
の
芸

術

性

」

(

二

玄

社

、

一

九

八

O
)
、
李
正
庚
「
庸

七
九
、
二

O
O四
)
参
照
。

(8)
中
国
一
男
次
郎
「
膳
抽
出
懐
棄
の
書
」
(
『
中
図
書
論
集
』
、
二
玄
社
、

…
九
七

O
)
、
拙
稿
「
張
旭
の
革
審
に
関
す
る
一
考
察
l
歴
代
の
文
献

を
依
拠
と
し
て
i
」
(
『
書
学
書
道
史
研
究
』
一
七
、
二

O
O七)。

(
9
)
下
永
営
司
式
十
日
堂
書
間
設
考
』
巻
九
、
「
李
建
中
」
、
「
李
西
台
千

文
巻
」
の
項
に
引
く
鮮
子
拒
歪
元
二
七
年
(
一
二
八
七
)
版
。

(
同
)
台
東
一
区
立
書
道
博
物
館
蔵
「
致
新
緑
義
槻
法
師
尺
繍
」
に
も
同
文

の
践
を
収
め
る
。

(
日
)
足
立
農
「
庸
・
高
間
革
審
千
字
文
」
(
司
書
跡
名
品
叢
刊
』

一
四
九
、
一
九
七

0
1

(
円
以
)
鍾
銀
関
「
庸
商
関
革
審
千
字
文
巻
」
(
司
上
海
博
物
館
集
刊
』

問
、
一
九
八
七
)
で
は
司
宝
章
持
訪
録
』
、
朱
関
田
「
題
高
関
革
審
千

字
文
」
(
司
中
図
書
法
』
二

O
O五
年
第
三
期
)
で
は
『
宝
章
待
訪
録
で

明
広
川
書
抜
』
に
見
え
る
「
千
字
文
」
を
上
海
薄
物
館
蔵
「
草
書
千
字

文
」
に
間
内
定
し
て
い
る
。

(
日
)
こ
れ
ら
の
用
筆
に
つ
い
て
は
、
西
林
昭
一
訳
同
地
航
中
音
譜
』
注
一
一
ニ

二
・
二
ニ
一
一
一
(
明
中
罰
金
宙
論
大
系
』
四
、
二
玄
社
、
一
九
七
九
)
参
照
。

(
M
)
上
海
簿
物
館
編
明
中
図
書
画
家
印
鑑
款
識
』
(
文
物
出
版
社
、

一
九
八
七
)
。

(
日
)
徐
邦
透
明
古
害
額
繋
定
概
論
』
(
文
物
出
版
社
、
一
九
八
一
)
。

(
日
)
鄭
銀
淑
『
項
元
沖
之
書
画
収
藤
与
芸
術
』
(
文
史
哲
出
版
社
、

一
九
八
悶
)
。

(
口
)
拙
稿
一
「
伝
張
旭
「
古
詩
四
帖
」
の
制
作
時
期
に
つ
い
て
」
(
妥
思

術
研
究
』
一
、
二

O
O
八

九

(

筑

波

大

学

大

学

説

)
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